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第１ はじめに 
 
  福岡市の産業は、サービス業や小売業などの第三次産業が約９割を占めており、

都市の成長を図るためには、交流人口の増加による経済の活性化が必要となる。特

に、観光・MICE産業による経済活動は、その裾野が広く都市全体が成長していく原

動力となり得る。 
 
福岡市では、平成 30年に福岡市議会（有志議員）により、今後の観光振興の方向

性やその財源について、受益と負担の関係、安定的な確保等の様々な観点から検討

が行われ、同年９月に「福岡市観光振興条例」が可決・成立した。令和元年６月に

は、宿泊税の課税要件等を規定した「福岡市宿泊税条例」が可決・成立し、これら

の条例は、令和２年４月１日から施行されている。条例の施行以降、福岡市では、

観光振興条例に定める基本理念にのっとった施策を、宿泊税を財源として実施する

ことで、観光振興が推進されている。 
 
  福岡市観光振興条例の附則では、条例の施行後３年を経過した場合に、条例の施

行状況について検討を行うよう定められていることから、福岡市は同条例の施行状

況の検討を行うため、「福岡市観光振興条例の施行状況に関する検討委員会（以下、

「本検討委員会」という。）」を設置した。 
 
 本検討委員会では、福岡市の観光を取り巻く現状や宿泊事業者の意見を踏まえな

がら、これまで実施してきた観光施策の成果や今後実施すべき観光施策の方向性、

これらの財源となる宿泊税について議論を進め、福岡市観光振興条例の施行状況に

ついて検討を行った。 
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第２ 宿泊税を財源とする観光施策について 
 １ これまでの観光施策の成果 

  (1) 観光・MICE推進プログラムに基づく観光施策の成果 

 福岡市ではこれまで、福岡市観光振興条例（以下「条例」という。）に定める

基本理念を踏まえた観光振興を推進するため、条例に定める「市長が講ずる施

策」について、その取組みの方向性を示した「観光・MICE推進プログラム（以

下「プログラム」という。）」（令和２年度～令和４年度）を策定し、３つの方向

性に沿った施策を推進してきた。 

 

 方向性１「九州のゲートウェイ都市機能強化」 

 【１-１ MICE施設をはじめとする都市機能強化】 

 マリンメッセ福岡Ｂ館を整備することで、供給不足による機会損失の解消と 

将来の需要回復を見据えた都市機能強化が進んだ。 

 観光客や市民が立ち寄る店舗やサービス提供施設に対して感染対策を支援し、 

安全安心に配慮したまちづくりを促進した。 

 【１-２ 市発着の九州周遊観光の推進】 

 九州の自治体等と連携し、歴史・自然・食などのテーマを設定した九州周遊

観光の魅力をホームページや SNSなどで発信した。 

 福岡都市圏の自治体等と連携し、福岡市内に宿泊する修学旅行やバスツアー

の受入れ等に取り組んだ。 

（支援件数 貸切バス代支援：1,239台、体験学習プログラム支援：11,015人） 

 公衆 Wi-Fi スポットを観光関連施設や地下鉄駅等で拡充し、広域観光情報の

発信を行うなど、観光客や市民の利便性向上を図った。 

【１-３ デジタルマーケティングによる観光振興の強化】 

 ビッグデータを活用した人流動態や興味関心を分析し、市内観光関連事業者

向けセミナーを開催することで、ビジネスチャンスに繋がる取組みを進めた。 

（セミナー参加者数：241人） 

〔成果事例〕マリンメッセ福岡Ａ館Ｂ館併用催事の開催 

 マリンメッセ福岡Ｂ館の整備により、マリンメッセＡ館Ｂ館を併用した大規模

な催事が可能となった。マリンメッセ福岡Ｂ館の供用が開始された令和３年度か

ら令和４年度までに、両館を併用して開催された催事は９件、合計入場者数は約

15万人となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

（「モノづくりフェア 2022」会場内の様子） 

 ※支援件数等については、令和 2年度～令和 4年度の実績   

                                             （以下同じ） 
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 方向性２「2020年以降の大型 MICE開催等の集客拡大への対応」 

 【２-１ 大型 MICEでの魅力発信と更なる MICE誘致】 

 MICE主催者や施設に対してハイブリッド開催等に係る支援を実施し、受入環

境の充実を図った。（支援件数 主催者：232件、MICE施設：34件） 

 MICE 開催における SDGs に資する取組みの支援や、オンラインを活用したセ

ールス活動及び誘致活動を実施し、国内外の MICEを誘致した。 

（誘致件数 国内コンベンション：133件、国際コンベンション：61件） 

 【２-２ 集客拡大に伴う受入環境の充実】 

 世界水泳選手権に向けた来訪者向けサイトの制作や、多言語対応の飲食店等

を「おもてなし店舗」（登録店舗数：521件）として認証し、情報発信を行っ

た。 

 ヴィーガンセミナー等の実施により食のユニバーサル対応を促進した。 

（セミナー参加者数：飲食関係者 約 100人） 

  【２-３ 歴史・文化資源を活用した観光振興】 

 「博多旧市街プロジェクト」におけるまちなみ装飾の灯籠設置や、福岡城の

夜間照明の整備、生の松原元寇防塁の駐車場整備など、エリア観光の推進を

図った。 

 「Fukuoka Art Next」と連携した取組みにより、文化観光の推進を図った。 

〔成果事例〕博多旧市街プロジェクトの来訪者数 

   博多旧市街プロジェクトにおける取組みにより、令和４年の博多旧市街の来訪

者数は、コロナ前（令和元年）並みに回復している。博多旧市街フェスティバル

についても、実施期間の来訪者数は直近期間の２倍以上、コロナ前の同期間と比

較しても増加しており、取組みの効果が出ているものと推察される。 
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方向性３「地域や市民生活と調和した持続可能な観光振興の推進」 

【３-１ 観光産業の生産性向上】 

 宿泊施設におけるポストコロナを見据えた非対面・非接触などの設備や高付

加価値機能の導入を支援し、安全安心の推進と宿泊事業者の生産性向上を図

った。  

（支援件数 感染症予防:643件、高付加価値化：208件、受入環境充実：173件） 

 新たな宿泊需要の喚起に繋がるプラン（テレワークプラン、電動レンタルサ

イクル付き宿泊プラン等）の造成・販売を支援した。（支援件数：470件） 

 【３-２ 自然など地域資源を活かした観光振興】 

 「Fukuoka East & West Coast プロジェクト」において、歩道の美装化や無

電柱化（北崎地区）、サイクルラックや観光案内板等の設置（志賀島地区）な

どにより、サイクルツーリズムの推進とエリアの魅力向上に取り組んだ。 

 ワーケーションの推進に向け、共働して取り組むパートナーを募集するとと 

もに、専用サイトで情報発信を行うなど、ビジネスによる旅行需要の喚起を 

図った。（パートナー企業：186企業） 

【３-３ 観光と市民生活との調和】 

 地下鉄博多駅及び天神駅におけるエスカレーター及びエレベーターの整備な

どを実施し、観光客や市民の利便性向上を図った。 

 サステナブルツーリズムを推進するためのセミナーの開催及び CO2 排出量抑

制や環境保全に資するモデルツアーを実施し、観光関連事業者の SDGs 貢献

への機運醸成を図った。（セミナー参加者数：42人） 

〔成果事例〕Fukuoka East & West Coast プロジェクトの来訪者数 

   令和４年の来訪者数は、コロナ前（令和元年）と比較し、北崎地区は約 1.5倍、

志賀島地区は約 1.8倍と増加しており、取組みの効果が出ているものと推察され

る。 
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〔参考〕福岡市観光振興条例（抜粋） 

 

 （基本理念） 

第２条 観光振興に当たっては、本市が有史以前から大陸との交流窓口並びに外

交及び貿易の拠点として世界とつながっており、独自の文化及び個性を育んで

きた国際交流都市であることを認識しなければならない。 

２ 観光振興は、余暇活動（余暇を利用して、学習、教育、娯楽、保養等の目的

で活動することをいう。）、事業活動、会議、研修、運動競技等様々な目的を有

する旅行者の来訪及び交流を促進するものであることを認識しなければならな

い。 

３ 観光振興に当たっては、それが様々な産業に幅広く波及効果をもたらすもの

であり、本市経済の活性化に寄与し、あわせて市民が利益を享受するものであ

ることを認識しなければならない。 

４ 観光振興に当たっては、集客交流が新しい事業機会の創出、イノベーション

の創出（研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究

開発等の効率的推進等に関する法律（平成 20年法律第 63号）第２条第５項に

規定するものをいう。）、本市の知名度の向上、地域経済の活性化等新たな価値

を生み出すものであることを認識しなければならない。 

５ 観光振興に当たっては、市民が誇りと愛着を持つことができる地域社会の発

展を通して観光振興を推進することが、豊かな市民生活の実現のために重要で

あることを認識しなければならない。 

６ 観光振興に当たっては、法令等を遵守した公正な競争の下における観光振興

が重要であることを認識しなければならない。 

７ 観光振興は、九州の玄関口としての福岡市の役割を認識し、九州内の地方公

共団体との連携を図ることを旨として、行われなければならない。 

８ 観光振興は、旅行者が安心して、安全かつ快適に過ごすことができるように

することを旨として、行われなければならない。この場合においては、市民生

活との調和に配慮するものとする。  
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福岡市においては、プログラムに基づいた観光施策が実施されており、宿泊

税を活用して、条例に定める基本理念に基づいた観光振興が推進されている。

また、これらの取組みによる成果が一定程度出ているものと考えられる。 

 

■ 委員からの主な意見  

・コロナ下においては、宿泊施設の衛生対策や生産性向上等の支援をしても

らい、受入体制の充実を図ることができた。 

・これまで宿泊税を活用して取り組んできた事業や成果について、市民や宿

泊事業者にわかりやすく示していく必要がある。特に、納税者である観光

客への説明が必要な宿泊事業者に理解が得られるよう、引き続き周知をお

願いしたい。 
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 (2) 宿泊事業者の評価  

宿泊事業者は特別徴収義務者として、納税者である宿泊客から宿泊税を徴収

する事務を担っており、福岡市の観光行政と密接な関係にあることから、全宿

泊事業者を対象としたアンケート調査を実施した。 

① 観光施策の評価 

  宿泊税を活用した観光施策の評価について問う項目では、「とても評価でき

る」、「評価できる」と回答した事業者（以下「施策を評価した事業者」という。）

の割合が、各施策とも６割を超えており、いずれの施策についても概ね評価さ

れているものと考えられる（特に評価された施策については、参考資料２－１

参照）。 

   施策を評価した事業者の割合は、「『博多旧市街プロジェクト』などの歴史・

文化資源を活用したエリア観光の推進」が 80.6％、「博多駅筑紫口のエスカレ

ーター設置や観光地周辺の公衆トイレの洋式化などによる受入環境の整備」が

74.1％、「ビッグデータを活用した効果的なプロモーションやホームページや

動画での情報発信等による観光客の誘致」が 73.9％であり、歴史・文化を活か

した観光振興や、観光客や市民の利便性向上に資する施策の評価が高かった。 

    

② 観光施策の認知度 

  各施策の認知度について調査したところ、事業について「よく知っている」、

「知っている」と回答した宿泊事業者（以下「施策を認知している事業者」と

いう。）の割合は、１割から５割と施策によって結果が分かれた。 

「多言語対応や感染症対策など宿泊施設の受入環境整備や生産性向上のため 

の支援」や「博多駅筑紫口のエスカレーター設置や観光地周辺の公衆トイレの

洋式化などによる受入環境の整備」については、施策を認知している事業者の

割合が約５割であった一方で、「修学旅行の誘致・受入支援や九州・都市圏の自

治体と連携した市発着の周遊観光の推進」は 10.8％、「ビッグデータを活用した

効果的なプロモーションやホームページや動画での情報発信等による観光客の

誘致」は 13.1％であった。 

 認知度については、引き続き、観光客や市民、宿泊事業者に対し、わかりや

すい形で発信していく必要がある。 

 

 〔参考〕宿泊事業者アンケートの結果 

 

 

 

 

 

 

 

    

【概要】 

  対象：福岡市内の全宿泊事業者 491件 

     ※旅館業又は住宅宿泊事業を営む者が対象 

※複数の宿泊施設を経営している者は１件で依頼 

 期間：令和５年６月 15日～令和５年７月 21日 

回収実績：137件（27.9％） 
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① 多言語対応や感染症対策など宿泊施設の受入環境整備や生産性向上のための支援 

② 博多駅筑紫口のエスカレーター設置や観光地周辺の公衆トイレの洋式化などによる受入環境の整備 

③ 世界水泳の歓迎演出や市内店舗の多言語化・キャッシュレス化による観光客等の利便性向上 

④ 国際競争力を高め都市機能を強化するための MICE施設等の整備 

⑤ 展示会などの MICE誘致による地域経済の活性化やビジネス・イノベーション機会の創出 

⑥ 「博多旧市街プロジェクト」などの歴史・文化資源を活用したエリア観光の推進 

⑦ 「Fukuoka East＆West Coastプロジェクト」などの自然や地域資源を活かしたエリア観光の推進 

⑧ 修学旅行の誘致・受入支援や九州・都市圏の自治体と連携した市発着の周遊観光の推進 

⑨ ビッグデータを活用した効果的なプロモーションやホームページや動画での情報発信等による観光客の誘致 

 

 

 

 

 

なお、各施策の認知度についても同様に調査したところ、事業について「よ

く知っている」、「知っている」と回答した宿泊事業者（以下「施策を認知して  

いる事業者」という。）の割合は、１割から５割と施策によって結果が分かれた。 

「多言語対応や感染症対策など宿泊施設の受入環境整備や生産性向上のため

の支援」や「博多駅筑紫口のエスカレーター設置や観光地周辺の公衆トイレの

洋式化などによる受入環境の整備」については、施策を認知している事業者の

割合が約５割であった一方で、「修学旅行の誘致・受入支援や九州・都市圏の自

治体と連携した市発着の周遊観光の推進」は 11.2％、「ビッグデータを活用した

効果的なプロモーションやホームページや動画での情報発信等による観光客の

誘致」は 12.8％であった。 

宿泊税を活用した観光施策については、引き続き、観光客や市民、宿泊事業

者に対し、わかりやすい形で発信していく必要がある。 

 

 観光施策の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 観光施策の評価 

 質問項目  ※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても 100とならない場合がある 
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③ 今後取り組んでほしい施策 

宿泊事業者アンケートにおいて、宿泊税を活用した取組みに期待すること、

取り組んでほしいことについて意見を求めたところ、「受入環境にかかる施設整

備」や「宿泊施設への支援」、「インバウンド受入環境整備」に関する意見が多

く寄せられた〔参考資料２－２〕。令和４年 10 月以降、国の水際対策の緩和等

により、外国人入国者が増加していることから、受入環境の整備に関する意見

が多く集まったものと考えられる。 

また、「中心部以外のホテルでは、施策の恩恵を受けにくく、むしろ中心部の

一極集中を招くので不公平感が強い。」、「もっと事業者に目を向けた活用を期待

する。」といった意見も一部あり、観光による効果を地域の隅々にまで波及させ

るような取組みが必要とされている。 

 

 

■ 委員からの主な意見 

・導入から３年が経過し、宿泊税自体は評価されていると思う。今後は施策

の認知度の低さが課題になるのではないか。 

・アンケート結果については、実施して終わりではなく宿泊事業者へフィー

ドバックしてほしい。 

・宿泊税の徴収にあたり、様々な苦労をされている宿泊事業者に対して、今

の苦労がどういった施策に繋がっているのかを示すことは重要。アンケー

トがよい周知になったのではないか。 

・毎年、観光・MICE施策の周知に向けたプロモーションを兼ねてアンケート

を実施してはどうか。実施方法や選択肢については、引き続き、検討して

いただきたい。 
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２ 福岡市の観光を取り巻く現状  

福岡市の入込観光客数については、令和２年以降、新型コロナウイルス感染症

の影響により、大幅に減少したものの、令和４年以降については、国の水際対策

の見直し等により、外国人入国者数が順調に回復しており、ホテル旅館の客室稼

働率（年平均）も回復傾向にあることから、入込観光客数の回復が期待される。 

 コロナからの回復に向け、しっかりと観光施策に取り組んでいく必要がある。 

〔参考〕福岡市の観光を取り巻く状況 

 福岡市における入込観光客数（推計）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福岡市の外国人入国者数（福岡空港・博多港）の推移 
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 ホテル・旅館の客室数及び客室稼働率の推移 
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３ 今後必要となる観光施策と事業規模 

(1) 宿泊税を充当すべき事業 

宿泊税は、条例に基づく施策に要する費用に充てるとされていることに加

え、行政需要の増加に対し、安定的な財源を確保する観点から導入された経緯

を踏まえ、宿泊税導入前から取り組んできた既存事業へ単純に充当するのでは

なく、①新規事業、②既存事業の拡充、③新規事業又は拡充した既存事業の継

続、④その他予見することが難しく、緊急性かつ必要性が認められる事業へ充

当されている。今後も福岡市の観光・MICEを推進するため、上記①～④の事

業に充当されることが適当であると考える。 

 

(2) 今後必要となる観光施策 

福岡市では、旧プログラム（令和２年度～令和４年度）の残された課題や 

新型コロナウイルス感染症等による社会情勢の変化を踏まえ、「コロナからの

回復に向けた取組み」及び「持続可能な観光・MICEへの取組み」を進めるた

めの方向性を示した新プログラム（令和５年度～令和７年度）を策定している

〔参考資料２－３、２－４〕。 

宿泊事業者アンケートでは、宿泊税を活用した取組みに期待すること、取り

組んでほしいこととして、「受入環境にかかる施設整備」や「宿泊施設への支

援」、「インバウンド受入環境整備」等に関する意見が寄せられていることか

ら、これらの意見も踏まえつつ、新プログラムを推進していくことが望まし

い。 

また、市民や宿泊事業者の理解を得ることは、観光・MICEを推進するにあ

たり重要であり、「地域や市民生活と調和した持続可能な観光振興の推進」に

ついては、しっかりと取り組むべきである。中でも、近年、観光関連事業者の

人材不足が課題となっていることから、宿泊事業者への支援として「人材確

保」への対応に力を入れていく必要がある。 

なお、新プログラムの推進にあたっては、市民や観光関連事業者、行政等の

関係者が一体となって取組みを進めていくことが望まれる。近年では、国の

「観光地域づくり法人（DMO）」制度により設立された地域の DMOが中心となっ

た観光地域づくりが広まっている。福岡市においても、公益財団法人福岡観光

コンベンションビューローが、観光振興に関わるステークホルダーのとりまと

め役として、観光関連事業者や地域・市民との連携を強化しながら観光地域づ

くりを推進していくべきであり、組織体制の強化が不可欠である。 
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■ 委員からの主な意見 

・観光振興に寄与する人材の確保・育成に取り組んでほしい。特に人材不足

の観点から確保には力を入れていくべき。 
・福岡市を拠点に、市内に１泊して周遊いただけるような、地域の食や歴

史・文化、自然を活かした観光資源の発掘・魅力向上に取り組んでいただ

きたい。 
・福岡市内には、都市部だけでなく地域にも文化財や観光資源があり、観光

による効果を地域の隅々まで波及させるためには、そういった資源の活用

が必要である。 
・ホテル・旅館業界としては「地域や市民生活と調和した持続可能な観光振

興の推進」にしっかりと宿泊税を充てて取り組んでほしい。宿泊施設の声

を聞いてきめ細やかな施策を実施してほしい。 

・多くの外国人は、サステナブルな取組みを実施しているかどうかで宿泊施

設を選んでおり、今後、SDGｓを意識した施策に取り組むことが重要であ

る。 
・福岡市を観光・MICE都市とするにあたって、「地域や市民生活と調和した持

続可能な観光振興の推進」は重要。福岡は住みやすい街という１つのブラ

ンドがあるので、観光振興が進むことによってこのブランドが傷つくこと

がないよう、市民生活と調和した施策が必要である。 
・宿泊税という安定財源があることで、数年先の MICEの積極的な誘致が可能

となっている。宿泊税があるからこそできる長期的な誘致や受入環境の整

備が必要である。 

・公益財団法人福岡観光コンベンションビューローでは、DMOへの登録を目指

している。コロナからの地域経済の回復及び一層の活性化を進めるため、

当該財団がステークホルダーのとりまとめ役として、持続可能で稼げる観

光地域づくりを進めていくことが重要である。 

・今後、行政と DMOが一体となって観光・MICEを推進していくことが重要で

あり、DMOが宿泊税の意義や市の施策全般の効果についても発信していくべ

きである。また、DMOの体制強化のため、優秀な人材の確保も必要である。 

・DMOにとって、宿泊施設から取れるデータが重要であり、今後、データ共有

の仕組みづくりなどにも取り組んでほしい。 
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(3)宿泊税を活用して実施する事業の試算 

本検討委員会では、今後、新プログラムに定める方向性を踏まえた観光施策

が必要であるとの考えのもと、宿泊税を活用して実施する事業について、試算

を行った。試算については、宿泊税導入後の「①新規事業、②既存事業の拡

充、③新規事業又は拡充した既存事業の継続」の事業費について行ったもので

あり、宿泊税導入前から取り組んできた既存事業の事業費は含まれていない。 

試算の結果、福岡市においては、今後も取り組むべき観光施策（行政需要）

が見込まれるため、引き続き、財源としての宿泊税は必要であると考える。 

なお、次の事業費については、今後、見込まれる行政需要について、現在実

施されている観光施策の状況や今後の見通しを踏まえて試算したものであり、

事業実施にあたっては、観光・MICEを取り巻く状況や税収見込を踏まえ、国

庫補助金等の宿泊税以外の財源についても活用しながら、各年度の予算編成時

に検討していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和５年度から令和９年度までの総事業費を試算したうえで、総事業費を５年で均等割

し、平年の事業費を算出している。 

※事業費については、現在実施されている観光施策の状況や今後の見通しを踏まえて試算し

たものであり、新たな行政需要などにより、変動することが想定される。 

 

■ 委員からの主な意見 

・コロナからの回復にあたる大事な時期であり、今後も取り組むべき観光施

策があることを考慮すると、引き続き財源としての宿泊税は必要。しっか

りと成果を見える化しながら観光振興を推進するべき。 
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〔参考資料２－１〕宿泊事業者アンケートの結果 

 特に評価できる施策とその理由（主な意見） 
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〔参考資料２－２〕宿泊事業者アンケートの結果 

 宿泊税を活用した取組みに期待する事（要旨） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考資料 11〕新プログラム（令和５年度～令和７年度）(要旨) 
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〔参考資料２－３〕新プログラム（令和５年度～令和７年度）（要旨） 

   

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度以降の取組みの視点 

①コロナにより失われた観光・MICE需要の回復 

②SDGsに資する観光・MICEの推進 

③交流により育まれた魅力ある文化観光の推進 

④ビジネス機会の創出によるビジネス目的地としての魅力向上 

⑤観光産業における観光 DXの推進 

 コロナからの回復に向けた取組み 

・地域経済のコロナからの回復とさらなる活性化に向けて、国内外へのプロ

モーションや新たなコンテンツ造成などにより誘客を促進。 

・MICEにおいては、比較的回復が早く集客性のある展示会などの MICE誘致

に取り組み、市内経済波及効果を高める。 

 持続可能な観光・MICEへの取組み～国際的な観光・MICE都市を目指して～ 

・近年、地域の歴史や伝統文化、自然環境に配慮しながら、観光による地域

経済の活性化につなげる持続可能（サステナブル）な観光地域づくりが求

められている。 

・九州のゲートウェイ都市としての特性やこれまで受け継がれてきた地域

資源等を活かした観光・MICE 振興を推進し、世界共通の目標である SDGs

や市民生活の質の向上に貢献するとともに、都市のプレゼンス向上を図

る。 
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〔参考資料２－４〕新プログラムにおける取組みの３つの方向性 
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第３ 宿泊税について  

税制度を検討するにあたっては、公平・中立・簡素の視点のほか、納税義務者の

負担、特別徴収義務者の事務負担及び地域の特性も考慮しつつ、検討を行う必要が

ある。 

本検討委員会では、観光振興条例に規定する宿泊税について、制度設計時の考え

方や宿泊税条例施行後の税収の実績、宿泊税の徴収事務を行う宿泊事業者を対象と

したアンケート調査の結果を踏まえ、検討を行った〔参考資料３－１〕。 

１ 税率（税額） 

福岡市では、宿泊税を充当すべき観光施策の事業規模を勘案し、一定の税収

を確保しつつ、比較的分かりやすくかつ宿泊料金の多寡を税率に反映すること

ができる２段階の税率を採用している。また、その税率は、同じ基礎自治体で

先行して宿泊税を導入した京都市、金沢市の税率などを踏まえ、１人１泊につ

き、宿泊料金が２万円未満は200円、２万円以上は500円となっている（県税50

円含む）〔参考資料３－２〕。 

宿泊税の課税対象となる宿泊者数と宿泊税収の推移については、令和２年度

は新型コロナウイルス感染症の影響により大幅に減少していたものの、令和４

年度にかけて回復基調となっている〔参考資料３－３〕。 

税率区分については、垂直的公平性の観点から２段階の税率を採用したもの

であるが、税率区分のそれぞれの割合については、制度設計時に推計したもの

（２万円以上の宿泊が1.03％）と同様の結果となっており、垂直的公平性が一

定程度確保されているものと考えられる。 

また、宿泊税は、宿泊者の負担に加え、徴収事務を担う特別徴収義務者の協

力も必要な制度であるが、宿泊事業者アンケートでは、事務負担軽減の観点か

ら、電子納税をできるようにしてほしいなどの意見が寄せられた。 

一方、すべての事業者に共通した課題は見られない状況であり、事業者の理

解を得ながら宿泊税制度が進捗しているものと考えることができる。 

これらの状況を踏まえれば、引き続き、宿泊税を充当すべき観光施策の事業

規模を勘案し、一定の税収を確保しつつ、垂直的公平性が一定程度確保されて

いる現行の税率を継続することが適当であると考える。 

なお、事業規模に見合った税収が見込めるのか、宿泊税制度に徴収事務の問

題が生じていないか、特別徴収義務者の新たな事務負担が生じないかなどの要

素について、引き続き、情報収集を怠ることなく、多くの関係者の理解を得な

がら制度を継続していくことが必要である。 

 

 

 

 



21 

２ 免税点 

福岡市では、宿泊者は行政サービスを一定程度享受しており、課税の公平性の

観点を踏まえると広く負担を求めることが望ましく、また、特別徴収義務者の事

務負担等を考慮して、免税点を設けていない。 

宿泊者は福岡市の様々な公的な便益を享受しており、その便益は、基本的に宿

泊料金の多寡には左右されないものであり、制度施行後においても、福岡市に免

税点を設けるべき特段の地域特性がない現状では、免税点は引き続き設けないこ

とが適当であると考える。 

３ 課税免除 

福岡市では、免税点と同様、特別徴収義務者の事務負担等を考慮して課税免除

を設けていないが、宿泊事業者アンケートでは、宿泊税制度の施行後「申告書の

作成等でフロントや経理スタッフの作業が増えている」という意見があり、特別

徴収事務が一定程度負担となっていることが考えられる。 

税の公平という観点では、一定の税負担能力がある宿泊者は課税するというこ

とが原則であると考えられ、制度施行後においても、新たに課税免除を設ける事

由が発生していないことから、特別徴収事務がさらに煩雑となる課税免除は引き

続き設けないことが適当であると考える。  

４ その他 

  令和５年４月から長崎市において宿泊税が導入されたほか、複数の都市で宿

泊税の導入の検討が行われている旨が報道されているところであり、宿泊税は

全国的にも広がりを見せている。 

福岡市における宿泊税の反応は、宿泊事業者アンケートの結果によると、

「改めて説明することは少ない」と「説明を行えば、概ね理解してもらえるこ

とが多い」が９割となっており、納税義務者となる宿泊客についても福岡市の

宿泊税が定着していると考えられる。 

一方、令和４年以降の国の水際対策の見直し等により外国人入国者数が増加

しており、「インバウンドゲストの宿泊税認知度が低い」ことについての意見が

数件寄せられているため、外国人入国者に対する宿泊税の周知について取り組

んでいく必要がある。 

福岡市においては、制度施行開始から電子申告や申告特例制度のほか、宿泊

税の円滑な賦課徴収のための広報周知に取り組んでおり、さらに、電子申告等

の一定の要件により 0.5％を上乗せした最大 3.5％を交付する宿泊税報償金制度

を設けるなど、特別徴収義務者の事務負担軽減に向けた取組みを進めてきたと

ころである。 

一方、宿泊事業者アンケートにおいて、納入申告書の作成や市への宿泊税の

払込み手続きなどの事務負担について、現状においても意見が寄せられている

ところであり、今後、宿泊税の払込みについて電子納税に対応するなど、引き

続き、特別徴収義務者の負担軽減に向けた取組みを進めていく必要がある〔参

考資料３－４〕。 
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■委員からの主な意見 

・宿泊税は、その地域において観光客が消費する能力、税負担能力の基礎が

あると考えて課税されるものであり、宿泊料金の大きさには左右されるも

のではなく、免税点も必要ないというのが基本である。 

・一方で、別の基準として大きな経済能力のある人には、より大きな負担を

求めるという考えを採用し、税率区分を設けている自治体もある。原則は

原則として、地域の特性に応じて、現実的な観点を税制度に反映させるこ

とはあり得る。 

・修学旅行生についても、一定の税負担能力がある以上は、原則として課税

するのが、税の公平という点で本来のあるべき姿である。 

・免税点を設けるかどうかの議論に関して、他都市のアンケート調査結果で

も事務手続きが煩雑であるという意見が出ている。 

・宿泊事業者から免税点に関する特別な意見は出ていない。事務手続きが煩

雑になるし、どこまでを対象として認めるのかなど線引きが非常に難しい

のではないか。 

・修学旅行生を課税免除にするのではなく、宿泊税を徴収し、別の形で補助

するというパターンが一番良いのではないか。 

・宿泊税制度を導入してまだ３年なので、もう少し様子を見ていく必要があ

る。宿泊事業者の声を聞くことは非常に重要であり、意見を吸い上げてい

くことが必要である。 

・宿泊税の徴収方法のノウハウを共有できるとよいのではないか。 

・アンケートによると、宿泊税について説明しても理解してもらえないこと

が多い事業者の割合が７％とのことだが、感覚的にはほとんどの人に理解

してもらえないというのは考えにくい。しかしながら、宿泊事業者に負担

がかかっていることは確かなので、この中身についてもひも解いてもらい

たい。 

〔参考資料３－１〕宿泊事業者アンケートの結果 

 宿泊税に対する宿泊客の反応 
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 徴収事務について苦労していること（主な意見） 

 

 

 その他、宿泊税についての意見（自由記述） 
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〔参考資料３－２〕導入市における税率の状況 

※福岡市・北九州市は県税50円を含む。 

 

 

〔参考資料３－３〕宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊税収の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考資料３－４〕福岡市における広報周知 

 

 

 

 

 

 

 

 
   （地下鉄福岡空港駅の壁面広告）  （市内宿泊施設へ配布している三つ折りリーフレット） 

 

 京都市 長崎市 金沢市 福岡市 北九州市 

税

率 

50,000円以上 1,000円 
500円 500円 500円 

200円 
20,000円以上 500円 

10,000円以上 
200円 

200円 
200円 200円 

10,000円未満 100円 

宿泊者数推移 宿泊税収推移 (人) (千円) 
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第４ おわりに  

本検討委員会における基本的な役割は、「福岡市観光振興条例」の施行状況の検

討を行うことである。検討にあたっては、特別徴収義務者である宿泊事業者の意見

もうかがいながら、条例に基づき実施されたこれまでの観光施策や今後取り組むべ

き観光施策、また、その財源となる宿泊税について議論を行った。 

 

福岡市ではこれまで、条例及び「観光・MICE推進プログラム」に基づいた観光施

策に取り組んでおり、その施策については、一定の成果があったものと考えられる。  

 

また、条例に定める基本理念を踏まえた観光振興を推進するために、今後も取り

組むべき観光施策があることが確認された。これらの施策の実施にあたっては、長

期的かつ安定的な財源の確保は極めて重要であり、宿泊税は引き続き、福岡市の観

光・MICEを推進するにあたり、必要な財源であると言える。 
 
宿泊税を徴収するにあたっては、納税者である宿泊客に納得して支払っていただ

くことが重要である。今回、宿泊事業者を対象としたアンケート調査では、宿泊税

について「改めて説明することは少ない」と「説明を行えば、概ね理解してもらえ

ることが多い」と答えた事業者が９割となっており、導入から３年が経過し、宿泊

税が定着していると考えられる。 
 
引き続き、使途の透明性の観点から、宿泊税がどのような事業に充当され、どの

ような成果があったかなどについて、宿泊客や宿泊客に対して説明を行う宿泊事業

者等に対し、わかりやすく説明をするとともに、その周知を図ることが肝要である。 
 
したがって、福岡市におかれては、今後も条例の基本理念及び「観光・MICE推進

プログラム」に基づき、本検討委員会で出た意見や宿泊事業者の意見等を踏まえな

がら、観光施策に取り組むとともに、その使途について積極的な発信に努めていた

だきたい。 
 

  最後に、報告書の作成のため、アンケートにご協力いただいた宿泊事業者の皆

様方に、厚くお礼を申し上げる。 

 

令和５年８月  

福岡市観光振興条例の施行状況に関する検討委員会 一同  
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参考１ 福岡市観光振興条例の施行状況に関する検討委員会 委員名簿 

委 員 名 職        名 備考 

進藤 一都 福岡観光コンベンションビューロー 専務理事 
 

田中 治 大阪府立大学 名誉教授 副委員長 

豊福 辰也 福岡市ホテル旅館協会 会長  

山下 真輝 株式会社ＪＴＢ総合研究所 主席研究員 委員長 
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参考２ 福岡市観光振興条例の施行状況に関する検討委員会 設置要綱 

（設置） 

第１条 福岡市観光振興条例（平成 30年福岡市条例第 55号。以下「条例」という。）の

施行状況等について検討を行うため、福岡市観光振興条例の施行状況に関する検討委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（委員会の目的） 

第２条 委員会は、条例の施行状況等について検討するにあたり、委員から意見を収集す

る。 

（構成） 

第３条 委員会は、委員４人で構成する。 

２ 委員会の委員は、観光振興又は税財制度について学識を有する者等から、市長が委嘱

する。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出するものとする。 

２ 委員長は、委員会を主宰し、委員会の議事進行に必要な事項を定める。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、これを代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は事務局が招集する。 

２ 委員会では、必要があると認めるときは、学識を有する者に対して、意見の陳述、説

明その他の必要な協力を求めることができる。 

（会議の公開） 

第６条 会議は、原則公開とする。ただし、会議の内容が、福岡市情報公開条例第７条各

号に掲げる情報（非公開情報）に関するものであるとき、又は、会議を公開することに

より、当該会議の適正な運営に著しい支障が生じると認められるときは、この限りでは

ない。 

２ 会議の傍聴に係る手続きその他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。 

（守秘義務） 

第７条 委員会を非公開で行う場合は、委員及びその他委員会に出席した者は、委員会に

おいて知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（経費の支弁） 

第８条 市は、委員会の委員に対し、会議の出席に対して報償費及び交通費を支弁するも

のとする。 

（事務局） 

第９条 委員会の事務局は、経済観光文化局観光コンベンション部観光産業課及び財政局

税務部税制課に置く。 

（規定外事項） 

第 10 条 この要綱に定めのない事項で、委員会の運営に関する事項は、委員長が定め

る。 

附 則 

 この要綱は、令和５年５月９日から施行する。 
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参考３ 福岡市観光振興条例（平成 30 年福岡市条例第 55 号） 

（目的） 

第１条 この条例は、観光振興に関し、基本理念を定め、市の責務等を明らかにするととも

に、観光振興に必要な事項を定めることにより、観光振興に関する施策を総合的かつ効果

的に推進し、もって本市経済の健全な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とす

る。 

（基本理念） 

第２条 観光振興に当たっては、本市が有史以前から大陸との交流窓口並びに外交及び貿易

の拠点として世界とつながっており、独自の文化及び個性を育んできた国際交流都市であ

ることを認識しなければならない。 

２ 観光振興は、余暇活動（余暇を利用して、学習、教育、娯楽、保養等の目的で活動する

ことをいう。）、事業活動、会議、研修、運動競技等様々な目的を有する旅行者の来訪及

び交流を促進するものであることを認識しなければならない。 

３ 観光振興に当たっては、それが様々な産業に幅広く波及効果をもたらすものであり、本

市経済の活性化に寄与し、あわせて市民が利益を享受するものであることを認識しなけれ

ばならない。 

４ 観光振興に当たっては、集客交流が新しい事業機会の創出、イノベーションの創出（研

究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等

に関する法律（平成20年法律第63号）第２条第５項に規定するものをいう。）、本市の知

名度の向上、地域経済の活性化等新たな価値を生み出すものであることを認識しなければ

ならない。 

５ 観光振興に当たっては、市民が誇りと愛着を持つことができる地域社会の発展を通して

観光振興を推進することが、豊かな市民生活の実現のために重要であることを認識しなけ

ればならない。 

６ 観光振興に当たっては、法令等を遵守した公正な競争の下における観光振興が重要であ

ることを認識しなければならない。 

７ 観光振興は、九州の玄関口としての福岡市の役割を認識し、九州内の地方公共団体との

連携を図ることを旨として、行われなければならない。 

８ 観光振興は、旅行者が安心して、安全かつ快適に過ごすことができるようにすることを

旨として、行われなければならない。この場合においては、市民生活との調和に配慮する

ものとする。 

（市の責務） 

第３条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、観光振興

に関する施策を実施するものとする。 

（市民の役割） 

第４条 市民は、基本理念にのっとり、観光振興に関する施策に協力するよう努めるものと

する。 

（事業者の役割） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、観光振興に関する施策に協力するよう努めるもの

とする。 

（観光産業の振興） 
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第６条 市長は、観光に関する産業の生産性の向上及び観光振興に寄与する人材の育成に必

要な施策の実施その他の観光に関する産業の振興に必要な施策を講ずるものとする。 

（受入環境の整備） 

第７条 市長は、国内外からの旅行者が安心して、安全かつ快適に過ごすことができるよ

う、観光を取り巻く情勢の変化に対応した受入環境の整備その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 

（観光資源の魅力の増進等） 

第８条 市長は、国内外からの旅行者の来訪の促進を図るため、地域の食、歴史、文化、自

然その他の観光資源の魅力の増進及び新たな観光資源の発見、国内外に向けた魅力の発信

その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（MICEの振興） 

第９条 市長は、MICE（国際会議その他の多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントを

いう。以下同じ。）の受入環境の整備、誘致体制の強化その他のMICEの振興に必要な施策

を講ずるものとする。 

（持続可能な観光の振興） 

第10条 市長は、宿泊施設に関する法令の適切な運用の確保、良質な宿泊施設に係る情報の

提供その他の市民生活との調和に配慮した持続可能な観光振興に必要な施策を講ずるもの

とする。 

（財源の確保） 

第11条 市長は、この条例に基づく施策に要する費用に充てるため、地方税法（昭和25年法

律第226号）第５条第７項の規定に基づき、宿泊税を課する。 

２ 前項に規定するもののほか、宿泊税については、別に条例で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（令和元年規則第48号により令和２年４月１日から施行） 

（検討） 

２ 市長は、この条例の施行後３年を経過した場合において、社会経済情勢の変化等を勘案

し、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に

基づいて所要の措置を講ずるものとし、その後においても、５年ごとに同様の検討を行う

ものとする。 

（令和元条例28・全改） 

附 則（令和元年11月19日条例第28号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（令和元年規則第46号により令和２年４月１日から施行） 
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